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１ 目的 

一般廃棄物減量基本計画に基づき、市内から発生する一般廃棄物の減量化及び資源

化を行うことを目的として令和７年度一般廃棄物減量実施計画を定める。 

 

２ 計画期間 
令和７年４月１日から令和８年３月 31日までとする。 

 

３ 一般廃棄物排出量の予測と目標など 
   一般廃棄物減量基本計画における令和７年度の一般廃棄物の排出量などの予測値と

排出量、リサイクル率などの目標値を以下に示す。 

区分 予測又は目標値 

一般廃棄物排出量の予測 31,875ｔ 

一般廃棄物排出量の目標 31,031ｔ 

一人１日当たりの排出量 808ｇ 

リサイクル率      17.1％ 

推計人口        105,217 人 

※廃棄物排出量予測＝一人１日あたりの排出量 830ｇ（R元実績）×推計人口×365 日 

    廃棄物排出量目標＝一人１日あたりの排出量目標値×推計人口×365 日 
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４ 廃棄物減量実施計画（市の具体的な取組） 
４―１ 発生抑制（Reduce：リデュース）の取組 

① 生ごみ減量機器購入補助の実施 

 補助台数（計画） 補助金限度額（１基） 

電動式生ごみ処理機 62 台 30,000 円 

手動式生ごみ処理機 2 台 10,000 円 

設置型コンポスト化容器 27 台 3,000 円 

密閉型コンポスト化容器 6 台 2,000 円 

   ※ 補助金：購入額の２分の１以内 

  ② 食品ロス削減のための「残さず食べよう！30・10運動」の取組推進 

   ア 食べ残し対策を実施する飲食店及び宿泊施設の登録を促進し、岩手県の「もった 

いないいわて☆食べきり協力店」の取組との連携を図る 

   イ 家庭における食べ残し、賞味期限や消費期限の近い食品の廃棄防止（毎月 30日

は冷蔵庫クリーンアップデー、毎月 10日はもったいないクッキングデー）の呼び

かけ 

   ウ 食品ロス削減啓発ポスターの作成及び配布 

③ ごみ分別説明会での排出指導や、市広報、市ホームページ、ケーブルテレビ、ＦＭ 

 あすもなどの多様な媒体を活用した啓発の実施 

  ア マイバッグやマイボトルなどの持ち歩きの呼びかけ 

イ 簡易包装、詰め替え商品の購入や量り売りの利用推進 

ウ 生ごみの水切りによる排出時の減量化 

エ フードバンク、フードポスト、フードドライブの情報収集と利用促進 

オ レンタルやシェアリングなどの利用促進 

カ 使い捨てプラスチックの廃棄削減の促進 

キ リユース、リサイクル方法の具体的な選択肢の提示 

ク 事業者に対し、ごみの減量化に関する啓発の実施 

 

４―２ 再使用（Reuse:リユース）、再資源化（Recycle:リサイクル）の取組 

① 有価物集団回収事業に取り組む地域の団体などへの報償金の交付により、取組の 

普及拡大を促進 

 報償金単価 回収見込量 

金属類 ５円／㎏ 122,000 ㎏ 

古紙類 ５円／㎏ 1,285,500 ㎏ 

びん類 ４円／本 26,200 本 

ペットボトル ５円／㎏ 41,600 ㎏ 

  ② 認定事業者との連携による使用済み小型家電回収及び古着イベント回収の実施 
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③ 店頭回収など資源物の独自回収を行う事業者やリユースショップの情報提供 

④ リユースやリサイクルのサービスをインターネットなどで行う事業者との連携 

  ⑤ 住宅祭などのイベント時の環境コーナー設置による３Ｒ（リデュース、リユース、

リサイクル）の呼びかけ実施と再生品の紹介 

  ⑥ 一関地区広域行政組合や平泉町との連携による新しい施設整備にあわせた分別や

収集の仕組みづくりの研究 

  ⑦ 公共施設から排出される不用品の譲渡（リユース） 

 

４―３ 一関地区広域行政組合清掃センター施設の活用 

① 行政区、自治会、公衆衛生組合連合会などへの見学の情報提供と支援 

② 粗大ごみ再生品に関する情報の提供 

③ リサイクル教室開催の情報の提供 

 

４―４ 一関市ごみ問題対策巡視員による啓発活動 

① ごみ問題対策巡視員による分別の徹底及び排出指導の推進 

② ごみ問題対策巡視員からの情報収集 

 

４―５ エコショップいわて認定制度への参画 

ごみ減量化・リサイクルの促進に積極的に取り組む小売店や飲食店を認定する「エコ

ショップいわて認定制度」に参画する。 



資料２









































資料３













































ごみ処理の概要（令和5年度実績）環境省HPから

市区町村名

（人） （ｔ） （ｔ） （ｔ） （ｔ） （g/人日) （％） （ｔ）

合計 1,176,017 331,416 33,577 11,728 376,721 875 16.4 34,761

盛岡市 280,851 85,540 6,416 3,347 95,303 927 15.0 11,085

宮古市 47,033 13,783 3,450 266 17,499 1,017 11.5 1,947

大船渡市 32,999 7,763 1,030 137 8,930 739 19.1 363

花巻市 91,404 26,516 727 1,935 29,178 872 19.5 1,377

北上市 91,694 23,501 1,265 384 25,150 749 22.2 1,043

久慈市 32,145 8,610 2,676 14 11,300 960 10.9 1,336

遠野市 24,681 7,013 514 159 7,686 851 26.1 325

一関市 107,930 27,917 3,077 1,355 32,349 819 16.6 3,419

陸前高田市 17,729 3,700 1,138 32 4,870 751 24.0 247

釜石市 30,111 9,905 1,400 121 11,426 1,037 20.6 464

二戸市 24,765 7,088 557 381 8,026 885 13.9 927

八幡平市 23,611 7,249 2,113 93 9,455 1,094 9.8 1,307

奥州市 110,148 32,466 1,867 521 34,854 865 8.9 4,720

滝沢市 54,988 14,512 1,694 355 16,561 823 21.7 638

１人１日当
たりの排出
量

最終処分量総人口 ごみ総排出量 (計画収集量+直接搬入量+集団回収量)

計画収集量 直接搬入量 集団回収量 合計

リサイクル率

ごみ処理の概要（令和4年度実績）環境省HPから

市区町村名 総人口 最終処分量

計画収集量 直接搬入量 集団回収量 合計

（人） （ｔ） （ｔ） （ｔ） （ｔ） （g/人日) （％） （ｔ）

県全体 1,193,904 344,334 35,277 12,902 392,513 901 16.8 36,656

盛岡市 283,566 88,034 6,645 3,696 98,375 950 15.4 11,115

宮古市 48,235 14,390 3,686 272 18,348 1,042 11.8 2,129

大船渡市 33,714 8,029 1,184 138 9,351 760 18.0 378

花巻市 92,682 27,037 772 2,162 29,971 886 19.9 1,281

北上市 92,244 24,489 1,396 426 26,311 781 22.5 1,175

久慈市 32,763 9,075 2,808 19 11,902 995 11.1 1,384

遠野市 25,139 7,294 633 186 8,113 884 27.0 383

一関市 110,176 28,898 3,076 1,464 33,438 831 16.9 3,806

陸前高田市 18,038 3,755 1,196 36 4,987 757 22.3 185

釜石市 30,782 10,479 1,398 126 12,003 1,068 19.6 541

二戸市 25,210 7,452 582 367 8,401 913 13.6 985

八幡平市 24,114 7,597 2,238 96 9,931 1,128 10.3 1,440

奥州市 112,129 33,977 2,041 628 36,646 895 9.1 5,701

滝沢市 55,377 15,121 1,765 371 17,257 854 21.7 659

リサイクル率１人１日当
たりの排出
量

ごみ総排出量 (計画収集量+直接搬入量+集団回収量)

資料４

※当日配布資料
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○一関市廃棄物減量等推進審議会条例 

平成18年３月24日 

条例第20号 

（設置） 

第１条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号）第５条の７第１項に

規定する一般廃棄物の減量等に関する事項を審議するため、一関市廃棄物減量等推進審

議会（以下「審議会」という。）を置く。 

（所掌事項） 

第２条 審議会の所掌事項は、次のとおりとする。 

(1) 廃棄物の減量に関すること。 

(2) 廃棄物の適正処理の推進に関すること。 

(3) その他廃棄物に関し市長が必要と認める事項に関すること。 

（組織） 

第３条 審議会は、委員15人以内で組織し、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱す

る。 

(1) 知識経験を有する者 

(2) 一般廃棄物処理関係業者 

(3) 商工業団体に属する者 

(4) その他市長が必要と認める者 

（任期） 

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任

期は、前任者の残任期間とする。 

（会長及び副会長） 

第５条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選とする。 

２ 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理す

る。 

（会議） 

第６条 審議会は市長が招集する。 
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２ 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し可否同数のときは議長の決するところによる。 

（庶務） 

第７条 審議会の庶務は、市民環境部生活環境課において処理する。 

（委任） 

第８条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定

める。 

附 則 

この条例は、平成18年４月１日から施行する。 
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○一関市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例 

平成19年３月22日 

条例第10号 

（目的） 

第１条 この条例は、廃棄物の発生の抑制、再利用等により廃棄物の減量を促進するとと

もに、廃棄物を適正に処理し、及び生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全

及び公衆衛生の向上を図り、もって市民の健康で快適な生活を確保することを目的とす

る。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

(1) 廃棄物 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号。以下「法」

という。）第２条第１項に規定する廃棄物をいう。 

(2) 一般廃棄物 法第２条第２項に規定する一般廃棄物をいう。 

(3) 事業系廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物をいう。 

(4) 家庭系廃棄物 一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物をいう。 

(5) 事業系一般廃棄物 事業系廃棄物のうち一般廃棄物をいう。 

(6) 再利用 活用しなければ不用となる物又は廃棄物となる物を再び使用し、又は資源

として利用することをいう。 

（市の責務） 

第３条 市は、あらゆる施策を通じて、廃棄物の減量及び適正処理に関し必要な措置を講

ずるものとする。 

２ 市は、廃棄物の減量及び適正な処理に関し、市民及び事業者の自主的な活動の促進を

図るとともに、市民及び事業者の廃棄物に関する意識の啓発を図るよう努めなければな

らない。 

（市民の責務） 

第４条 市民は、廃棄物の発生を抑制し、再生品の使用等により再利用を図り、生じた廃

棄物をなるべく自ら適正に処分する等により、廃棄物の減量に努めなければならない。 

２ 市民は、廃棄物の減量及び適正処理に係る市の施策に協力しなければならない。 
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（事業者の責務） 

第５条 事業者は、廃棄物の発生を抑制し、再利用を行うことにより、廃棄物の減量に努

めなければならない。 

２ 事業者は、その事業系廃棄物を自らの責任において適正に処理するとともに、廃棄物

の散乱の防止に努めなければならない。 

３ 事業者は、廃棄物の減量及び適正処理に係る市の施策に協力しなければならない。 

（相互協力） 

第６条 市、市民及び事業者は、廃棄物の減量、再利用及び適正処理に当たっては、相互

に協力し、及び連携しなければならない。 

（他の地方公共団体との連携） 

第７条 市は、廃棄物の減量、再利用及び適正処理に関する施策の推進に当たって必要と

認めるときは、他の地方公共団体との連携を図り実施するものとする。 

（一般廃棄物処理計画） 

第８条 市は、一般廃棄物処理計画（法第６条第１項に規定する一般廃棄物処理計画をい

う。以下同じ。）を定めなければならない。 

２ 市は、一般廃棄物処理計画を定めたとき、又は変更したときは、これを告示するもの

とする。 

（市が行う廃棄物の減量の推進） 

第９条 市は、廃棄物の分別方法の徹底と、資源回収活動の普及を図るとともに、自ら再

生品を使用すること等により、廃棄物の減量の推進に努めなければならない。 

（市民による廃棄物の減量） 

第10条 市民は、商品の購入に際して、再利用が容易な商品、簡易な包装の商品等廃棄物

の減量及び資源の有効利用に配慮した商品を選択する等により、廃棄物の発生の抑制に

努めるものとする。 

２ 市民は、再利用の可能な物の分別を行うとともに、分別収集、資源回収等の再利用を

促進するための活動に協力する等により、廃棄物の減量及び資源の有効利用に努めるも

のとする。 

（事業者による廃棄物の減量） 

第11条 事業者は、廃棄物の減量を促進するため、物の製造、加工、販売等に際して次に
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掲げる方策を講ずるよう努めるものとする。 

(1) 長期間の使用が可能な製品の開発、製品の修理及び回収の体制の確保 

(2) 再生資源（資源の有効な利用の促進に関する法律（平成３年法律第48号）第２条第

４項に規定する再生資源をいう。）及び再生部品（同条第５項に規定する再生部品を

いう。）並びに再生品の積極的な利用 

(3) 再利用が容易な製品、容器等の開発 

(4) 商品の簡易包装 

２ 事業者は、市民が再利用可能な容器等を返却しようとするときは、その回収に努める

ものとする。 

（一般廃棄物の処理） 

第12条 市は、一般廃棄物処理計画に従い、一般廃棄物を処理しなければならない。 

２ 市は、一般廃棄物の処理方法について、市民に周知しなければならない。 

（家庭系廃棄物の処理） 

第13条 市民は、家庭系廃棄物を自ら処分するときは、法及び一般廃棄物処理計画に定め

るところにより、生活環境の保全上支障のない方法で処理しなければならない。 

２ 市民は、家庭系廃棄物をごみ集積所に排出するときは、その分別及び排出の方法につ

いて、一般廃棄物処理計画及び市の定める方法に従わなければならない。 

（事業系一般廃棄物の処理） 

第14条 事業者は、自ら事業系一般廃棄物を運搬又は処分するときは、法第６条の２第２

項に規定する一般廃棄物処理基準、同条第３項に規定する特別管理一般廃棄物処理基準

等により生活環境の保全上支障のない方法で処理しなければならない。 

２ 事業者は、自ら事業系一般廃棄物を運搬又は処分しないときは、一般廃棄物の収集、

運搬又は処分を業として行うことのできる者に運搬させ、又は処分させなければならな

い。 

３ 事業者は、事業系一般廃棄物であっても家庭系廃棄物と同様に分類して排出するよう

努めなければならない。 

（廃棄物の投棄等の禁止） 

第15条 何人も、廃棄物をみだりに投棄し、放置し、又は散乱させてはならない。 

２ 市は、前項の規定に違反する行為を防止するため、市民及び事業者に対し、意識の啓
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発を図る等必要な措置を講じなければならない。 

（ごみ集積所の指定及び利用） 

第16条 市長は、住民の代表者の申請に基づきごみ集積所を指定する。 

２ 市民は、ごみ集積所の利用にあたっては、指定された日時、方法を厳守する等適切な

廃棄物の排出を行わなければならない。 

３ ごみ集積所の利用者は、自らの責任において当該ごみ集積所の清潔を保つよう努めな

ければならない。 

（委任） 

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この条例は、平成19年６月１日から施行する。 

 


